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【巻頭】  

 
 

 

井下 眞  

Inoshita makoto 

生産技術係  技師  

 今 年 度 よ り 水 産 試 験 場 に て 勤 務 し て お り ま

す、井下眞（いのした  まこと）と申します。私

は、主にアユの種苗生産に関わる業務に従事し

ております。アユはとても繊細な魚ですので、環

境の整備や病気の予防などに注意して作業をし

ています。みなさまに高品質な魚をお届けでき

るように、また、群馬県の水産業の発展に貢献で

きるように誠心誠意努めて参ります。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

 

 

〇大学での研究生活 

私が在学していた福井県立大学は、福井県若狭

町 に あ る 三 方 五 湖 の 周 辺 水 域 で 自 然 再 生 お よ び

環境保護に取り組んでいます。その中の取り組み

の一つとして、私は水田を利用したコイ科魚類稚

魚の種苗生産に関わる研究をしていました。  

水田は、稚魚の餌となるミジンコのような動物

プ ラ ン ク ト ン や ユ ス リ カ の 幼 生 な ど が 豊 富 に 生

息しています。また、他の水域から隔離された環

境であるため、捕食者と遭遇しにくいなど、稚魚

の成育に適した場所とも考えられています。  

私 の 研 究 で は 、 主 に フ ナ を 対 象 と し て い ま し

た。フナは高水温や低酸素に強く、また、三方五

湖 周 辺 で は 遺 伝 的 に 固 有 な 小 系 統 が 確 認 さ れ て

おり、系統保存の側面からも研究対象に適した魚

種です。今後は、研究してきた知識や経験を生か

し、業務遂行に役立てていきたいと思います。  
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【特集】  

〇はじめに 

 ハコスチは、水産試験場が開発した日本

初の遊漁用ニジマスで、激しいファイトが

高く評価されており、「上野村漁協冬季釣り

場」のように、ハコスチの放流により遊漁

者 が 大 幅 に 増 加 し た 釣 り 場 も あ り ま す 。

2015年から種苗供給と養殖が本格的に始

まりましたが、未だ生産量が少なく、釣り

場が限られているのが現状です。そこで、

今後、ハコスチの生産量を増やすためには

どうすればよいかを考えました。  

 

〇現状と課題 

 １ 生産量 

 ハコス チの生 産量は 、 2015年の0.5ト

ンから2019年には9トンと毎年伸びてい

ます（図）。しかし、県が定めた2024年の

生産 目標 であ る30ト ンを 達成 する ために

は、生産を３倍以上に増大させなければな

りません。  

図  ハコスチ生産量の推移  

 

２ 種卵生産 

 ハコスチの種卵生産は水産試験場川場養

魚センターのみで行われており、2018年

の供給量は、32万粒でした。ハコスチの種

卵生産には、箱島系とスチールヘッド系の

２系統のニジマスが必要です。したがって、

通常のニジマス種卵の生産に比べ、親魚の

飼育尾数が多くなり、生産コストが高くな

ります。さらに、スチールヘッド系の成熟

ピークは箱島系よりも半月ほど遅いため、

ハコスチ種卵生産時期の前半では、スチー

ルヘッド系１尾あたりの採精量が少なく、

多 く の オ ス を 確 保 し て お く 必 要 が あ り ま

す。  

３ 釣り場 

 本県はマス類を対象とした管理釣り場が

約60か所あります。また、マス類の第五種

共同漁業権を持つ漁業協同組合（以下「漁

協」という）が12組合あります。しかし、

2018年 度 に ハ コ ス チ を 放 流 し た 釣 り 場

は、民間等の管理釣り場が４か所（約７％）、

漁 協 等 に よ る 河 川 特 設 釣 り 場 等 が ５ か 所

（約４０％）に限られています。  

 

〇対応策 

１ 生産拡大 

 養鱒業者が所有する飼育池の数は限られ

ており、飼育魚の種類を増やすことは小規

模の業者では難しいと思われます。そこで、

全ての種苗をハコスチ種苗に置き換え、一

部 を 遊 漁 用 大 型 魚 の ハ コ ス チ と し て 育 成

し、残りの種苗を食用魚としてレギュラー

サイズ（約150 g／尾）で利用するなどの

体制を構築することで、ハコスチの生産者

と生産量を増やすことが可能になると考え

られます。そのため、ハコスチのレギュラ

ーサイズの養殖特性試験を今年度に実施す

る予定です。  

２ 種卵生産の効率化 

 生産業者への聞き取り等によれば、ハコ

スチ種卵の需要は50～60万粒でした。こ

の需要を満たすためには2018年度の供給

量よりも20～30万粒増産しなければなら

ないため、必要な種卵を安定供給するため

に、種卵生産のさらなる効率化を図りたい

と思います。  

３ 需要拡大 

 県 内 に は 多 く の 管 理 釣 り 場 が あ り ま す

が、前述したようにハコスチを放流してい

る釣り場は少ないのが現状です。これまで

は遊漁者（消費者）向けのＰＲが主体でし

たが、これからは釣り場経営者（実需者）

に向けたＰＲも行うことで需要を拡大する

ことが必要です。  

（主席研究員  小西浩司）  

 

「ハコスチ」の生産拡大に向けて 
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飼育水温の違いによるアユのなわばり形成の検討 

【試験研究から】  

〇はじめに 

 ア ユ は な わ ば り を 作 る 時 期 の 水 温 に

よ っ て 、な わ ば り 形 成 能 力 が 変 化 す る こ

と が 知 ら れ て い ま す 。し か し な が ら 、成

長 す る 過 程 で 経 験 し て き た 水 温 が な わ

ば り 形 成 に ど の よ う な 影 響 を 与 え る か

は 分 か っ て い ま せ ん 。そ こ で 、異 な る 飼

育 水 温 で 育 成 し た ア ユ を 用 い て 、な わ ば

り 形 成 に 関 す る 試 験 を 実 施 し ま し た 。  

 

〇試験研究の具体的内容と結果  

供 試 魚 は 、水 産 試 験 場 で 継 代 し て い る 江

戸 川 系 と し ま し た 。2019年 １ 月 16日 ～

４ 月 ３ 日 ま で 水温12℃で飼育した群（以

下「12℃区」という）、水温22℃で飼育し

た群（以下「22℃区」という）および水温

調整していない井戸水（水温約16℃）で飼

育した事業用の群（以下「16℃区」という）

を試験に用いました。  

また、なわばり形成能を調べるため、底

面に砂利を敷き、観察面を除き全面を黒色

の 寒 冷 紗 で 覆 っ た ア ク リ ル 製 水 槽 （ 30 

cm×90 cm×水深 35 cm）中央部に藻類

を付着させた素焼き製の植木鉢（口径 10 

cm）を設置しました。水槽内に供試魚を１

尾収容し、24 時間以上馴致させた後に、な

わばり侵入者と模した市販のアユルアーを

植木鉢の側面と底面からそれぞれ５cm 上

の 位 置 に 水 平 に な る よ う に 設 置 し ま し た

（図１）。試験時は井戸水を掛け流し、水温

は 16.5±0.5℃ で し た 。 攻 撃 行 動 の 観 察

は、供試魚をアユルアー設置から３分間順

応させた後、10 分間の攻撃回数を目視で

確認しました。なお、本試験では、供試魚

がアユルアーに威嚇のため魚体を接触させ

る行動を攻撃とみなしました。この観察を

2019 年８月８日～９月４日まで各飼育群

24 尾ずつ行いました。  

 

攻 撃 行 動 が 確 認 さ れ た 個 体 数 は 12℃ 区

で 10尾 、 16℃ 区 で ８ 尾 お よ び 22℃ 区 で

11尾であり、各区間での有意差は認められ

ま せ ん で し た （ 図 ２ 、 χ ２ 検 定 ： Ｐ ＞  

0.05）。  

 
図２ 各飼育群の攻撃状況 

 

一 方 、 各 飼 育 群 の 攻 撃 回 数 に つ い て 、

12℃ 区 と 22℃ 区 で 有 意 差 が 認 め ら れ 、

22℃区の攻撃回数は12℃区よりも多い結

果となりました（図３、Kruskal-Wallis検

定：Ｐ＜  0.05)。  

図３ 各飼育群の攻撃回数  

 

〇現場での活用 

 今回の試験では、飼育水温の相違が攻撃

回 数 に 影 響 を 及 ぼ す こ と が 示 唆 さ れ ま し

た。しかしながら、飼育水温の相違となわ

ばり形成に関する知見は十分でないため、

現場へ活用するには、今後も同様の試験等

を繰り返し実施し、データを蓄積していく

必要があります。  

（川場養魚センター  神澤裕平）

図１ 水槽模式図  
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【水産行政から】

 

〇はじめに 

 水産業の成長産業化を進めるため、約70

年ぶりに漁業法が大改正され、資源管理措

置、漁業許可、漁業権制度等の漁業に関する

基 本 的 制 度 の 一 体 的 な 見 直 し が 図 ら れ ま

す。  

 この改正に伴う主な水産政策の改革項目

としては、１．新たな資源管理システムの構

築、２．漁業許可制度の見直し、３．漁業権

制度の見直し、４．その他（内水面漁場管理

委員会に関する事項等）が挙げられていま

す。本県の内水面漁業においては、上記の３

と４の改革が関係していることから、これ

らの事項について概説します。  

 

〇漁業権制度の見直し 

１ 漁場計画の樹立プロセスの透明化  

 現行の漁業法では、内水面を最大限に活

用し、漁業生産力を発展させるため、漁業権

設定に先立って、関係者の要望や調査を行

い、漁業権の内容を定め、内水面漁場管理委

員会の意見を聴いた上で、県が漁場計画を

樹立することとなっています。  

 改正漁業法では、現行のプロセスを維持

した上で、漁業権免許のプロセスの透明性

を向上させるため、関係者からの要望聴取

お よ び そ の 結 果 の 公 表 を 改 正 漁 業 法 第 64

条で新たに義務づけています。  

 

２  漁業権  

 第 五 種 共 同 漁 業 権 は 、 現 行 の 漁 業 法 と

同 様 に 内 水 面 漁 協 に 免 許 し ま す 。 第 二 種

区 画 漁 業 権 に つ い て も 、 こ れ ま で と 同 様

に 既 存 の 漁 業 者 に 免 許 し ま す 。 ま た 、 漁

業 権 者 に 対 し て は 、 資 源 管 理 の 状 況 、 漁

場 の 活 用 状 況 等 の 報 告 が 義 務 化 さ れ ま

す 。  

 第 五 種 共 同 漁 業 権 を 免 許 さ れ た 漁 協

は 、 当 該 漁 業 権 に お け る 漁 業 生 産 力 を 発

展 さ せ る た め 、 組 合 員 が 相 互 に 協 力 し て

生 産 の 合 理 化 お よ び 経 営 の 高 度 化 の 促 進

に 関 す る 計 画 を 作 成 し 、 そ の 実 現 に 努 め

な け れ ば な り ま せ ん 。 な お 、 内 水 面 漁 協

の 計 画 作 成 に 当 た っ て は 、 地 域 の 実 情 に

即 し つ つ 、 Ⅰ .組 合 員 の 漁 獲 所 得 の 向 上 、

Ⅱ .若 い 組 合 員 の 参 画 、Ⅲ .技 術 や 経 験 の 伝

承 等 に 資 す る 方 法 を 内 容 と し 、 総 会 、 総

代 会 又 は 総 会 の 部 会 の 決 議 を 得 る こ と が

適 当 で す 。  

 

〇内水面漁場管理委員会に関する事項  

 内水面漁場管理委員会の委員の選出方法

は、現行の知事が任命する制度を維持しま

す。ただし、委員の選出の対象者のうち「水

産動植物の採捕をする者」を「水産動植物の

採捕、養殖又は増殖をする者」と改正されま

す。  

 

○おわりに 

 今回の漁業法等の改正により、内水面が

適切かつ有効に活用されれば、持続可能な

漁場運営の推進に繫がると考えられます。

今回の改正を契機に、関係者の皆様とさら

なる連携を図りながら、内水面漁業の振興

に務めたいと考えています。  

（蚕糸園芸課水産係  鈴木究真）

令 和 ２ 年 度 職 員 の 配 置 
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